
令和2年度　町内会長のご紹介 

　町と町民の皆さまのパイプ役となって、住みやすいまちづくりのためにご協力いただいている町内
会長をご紹介します。 

65歳以上の方の介護保険料のお知らせ 

　介護保険制度は、介護の負担を社会全体で支えるため、40歳以上の方が加入する制度で、皆さ
んの保険料が大切な財源となっています。満40歳になる月から満65歳になる月の前月分までの介護
保険料は皆さんがそれぞれ加入している医療保険の保険料と一緒に徴収され、満65歳になる月から
お住いの市区町村に納付していただきます。 
　町では、今年度の住民税の課税状況をもとに満65歳以上の方の介護保険料を決定し、6月中旬に
介護保険料納入通知書を郵送します。 
　介護が必要となったとき、安心して介護保険のサービスが受けられるよう介護保険料の納付にご
理解とご協力をお願いします。 

〈敬称略〉　〇は新会長 

松 栄 町 1 丁 目  
松 栄 町 2 丁 目  
松 栄 町 3 丁 目  
緑 月 美 町  
春日東陽常盤町 
若 葉 町  
西 金 池 町  
奈 良 町  
二 見 町  
宮 川 町  
八 幡 町  
県 町  
司 町  
港 町  
上 本 町  
下 本 町  
上 新 町  
中 新 町  
下 新 町  
新 町  
弥 生 町  
清 住 町  
美 笠 通 1 丁 目  
美 笠 通 2 丁 目  
美 笠 通 3 丁 目  
友 楽 町  
桜 町  
瓢 町  

西 宮 町  
東 宮 町  
西 町  
柳 原 町  
朝 日 町  
泉 町  
天 王 町  
大 池 町  
門 前 町  
上 柳 川 町  
下 柳 川 町  
田 代 東  
田 代 中  
田 代 西  
長 池 東  
長 池 西  
北 及 第 1  
北 及 第 2  
南 栄 町  
北 門 間  
中 門 間  
下 門 間  
円 城 寺  
中 野  
無 動 寺  
江 川  
米 野  
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町内会名 会 長 名 町内会名 会 長 名 

横　井　智　司 
河　村　　　弘 
馬　場　政　男 
林　　　隆　広 
山　田　忠　正 
佐　藤　喜八郎 
堀　　　好　三 
川　島　　　裕 
小　林　正　明 
岩　田　　　修 
杉　山　竹　久 
藤　澤　隆　明 
野々垣　美　樹 
吉　田　孝　之 
福　井　伸　次 
伊　藤　幸　見 
岩　崎　政　次 
長　屋　千　秋 
岩　田　光　弘 
闍　橋　清　和 
林　　　恒　雄 
篠　田　　　貢 
山　田　光　一 
伊　藤　謙　二 
野　田　泰　司 
山　田　善　夫 
高　木　武　彦 
小　栗　敬　彦 

林　　　広　司 
青　山　益　二 
金　森　　　稔 
黒　田　規　之 
磯　田　　　孝 
平　尾　貞　松 
内　藤　吉　雄 
清　水　秀　範 
尾　藤　英　邦 
佐　藤　愼　治 
柴　山　　　一 
吉　田　繁　之 
浅　野　幸　雄 
村　島　陽　逸 
堀　場　栄　嗣 
林　　　好　美 
服　部　哲　直 
奥　田　正　夫 
松　原　安　雄 
金　森　忠　夫 
下　谷　孝　允 
近　藤　秀　隆 
岩　田　利　博 
田　島　秀　明 
古　谷　久仁男 
浅　井　直　明 
岩　井　弘　榮 
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第２９号　令和２年度笠松町一般会計補正予算（第２号） 
補正額 2,304,067,000円 

補正後歳入歳出予算額 9,017,068,000円 

［主な補正内容］ 

・新型コロナウイルス感染症対策の強化を図るため、

消毒液など購入する費用を増額 

・住民基本台帳に記録されている者1人につき10万

円の特別定額給付金を支給するために要する諸経

費を計上 

・営業スタイルをテイクアウト方式に切り替え、事業を継

続している店舗に対し、テイクアウトクーポン券事業

補助金を計上 

・児童手当（特例給付を除く）を受給する世帯（0歳

～中学生のいる世帯）に対し、臨時特別給付金を支

給するために要する諸経費を計上 

・篤志者からの指定寄附を活用し、各保育所（園）の

備品購入のための補助金と松枝小学校、笠松中学

校の備品購入費用を増額 

［全て可決］ 

第3回笠松町議会臨時会議決結果（4月30日開会　同日閉会） 
【納付方法】 
　納付方法は、特別徴収と普通徴収の2通りがあります。 
①特別徴収：年金の年額が18万円以上の方は年金から天引きされます。6月に決定した保険料の年
額から本年4月、6月、8月の仮徴収分を差し引いた額が10月以降の年金から3回に分けて天引きさ
れます。 
②普通徴収：年金から天引きされない方、65歳になったときや他市区町村から転入したときなどは、納
付書または口座振替により納付していただきます。保険料は6月から翌年3月までの10期に分けて
納付してください。 

c健康介護課　蕁388‐7171

※平成27年度から公費による第1段階の方の保険料の軽減を行っていますが、平成31年度から消費税10%への引き
上げに合わせて第1段階から第3段階の方の保険料の更なる軽減を行っています。 

所得段階 所得などの条件 保険料（年額） 

第1段階 

第2段階 

第3段階 

第4段階 

第5段階 

第6段階 

第7段階 

第8段階 

第9段階 

第10段階 

・生活保護を受給している人 
・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人または
課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下の人 

・世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合
計が年間80万円超120万円以下の人 

・世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合
計が年間120万円超の人 

・本人が住民税非課税で、世帯の中に住民税課税者がいる人で、課税
年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下の人 

・本人が住民税非課税で、世帯の中に住民税課税者がいる人 

・本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 

・本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上200万円未
満の人 

・本人が住民税課税で、合計所得金額が200万円以上300万円未
満の人 

・本人が住民税課税で、合計所得金額が300万円以上400万円未
満の人 

・本人が住民税課税で、合計所得金額が400万円以上の人 

21,100円 

35,100円 

49,200円 

63,200円 

70,200円 

84,300円 

91,300円 

105,300円 

119,400円 

133,400円 

令和2年6月号 
第1117号 6 令和2年6月号 

第1117号 7


